
法人税割

合併に伴う法人市民税の申告明細書

中間　・　確定　・　修正　申告分

↑
※該当するものを囲んでください。

法人名
事業年度又は 平成　　年　　月　　日から

連結事業年度 平成　　年　　月　　日まで

○合併以前から旧竹田市、旧荻町、旧久住町、旧直入町に事業所を有していた場合は、旧市町をそれぞれの市町と

みなして税額の計算を行います。（旧市町ごとに１００円未満を切捨て）

当該法人の課税標準税額
申告書の⑥の左側の数字を記入

当該法人の全従業員数

旧市町 所在地
当該旧市
町分の従
業員数

当該旧市町分の課税標準額 税率
法人税割額

差引法人税割額（１００円
未満切捨て）

旧竹田市 14.7%

旧荻町 12.3%

旧久住町 12.3%

旧直入町 12.3%

合計

↑ ↑
申告書の⑥または⑦の左側に記入 旧市町ごとに１００円未満

既に納付した法人税割金額 を切捨てをした額の合計

旧竹田市

旧荻町

旧久住町

旧直入町

合計 ←申告書の⑪に記入

○合併以後より竹田市に事業所を有すようになった事業所の法人税割の税率は14.7%となります。

当該法人の課税標準税額
申告書の⑥の左側の数字を記入

当該法人の全従業員数

所在地 竹田市の
従業員数

当該旧市町分の課税標準額 税率 法人税割額

竹田市 14.7%

↑ ↑
申告書の⑥または⑦の左側に記入 申告書の⑥または⑦の右側に記入

大分県竹田市
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